
       令和 2 年 10 月 29 日   

 

令和２年度 公共交通事故被害者等支援フォーラム 

近畿運輸局・神戸運輸監理部・沖縄総合事務局の会場を繋いで 

初めての合同 WEB 開催を行います 
 
国土交通省では、平成 24 年 4 月に公共交通事故被害者等支援室を設置し、公共交通

事故により被害に遭われた方への支援を行っています。 

このたび沖縄総合事務局では、安全意識の啓発や公共交通事業者による被害者等支援

計画策定の意義等を改めて認識していただくため、「公共交通事故被害者等支援フォーラ

ム」を近畿運輸局及び神戸運輸監理部と合同で WEB 開催し、安全対策や被害者支援につ

いての国の取組の紹介などを行います。（参加無料） 

記 

１．開催日時：令和 2年 11 月 25 日（水）14:00～16:30（13:30 受付開始） 

２．参加方法：事前申し込みの上、会場または WEB 参加(Skype for Business) 

３．定  員：会場：30名（沖縄総合事務局５階海技試験室（那覇市おもろまち２－１－１）） 

       WEB ：50 名程度 

４．申込期間 令和 2年 10 月 29 日（木）～令和 2年 11 月 13 日（金） 

（申し込みは先着順とし、期限前に定員に達した場合は、その時点で受付を終了します。） 

５．プログラム  

      情報提供 「公共交通事故被害者等支援の現状」   14：05～14：20 

      講師：国土交通省近畿運輸局消費者行政・情報課長 川口 宏幸 

標題 「交通事業者が事故を起こしたとき」     14：20～15：20 

         講師：上智大学グリーフケア研究所名誉所長       高木 慶子 氏 

   標題 「安全の鐘を鳴らし続けて」           15：20～16：20 

   講師：８・１２連絡会事務局長                   美谷島 邦子 氏 

質疑応答                    16：20～16 :30 

６．参 加 者：公共交通事業者、一般の方 他 

７．主  催：国土交通省近畿運輸局、神戸運輸監理部 

内閣府沖縄総合事務局 

８．そ の 他：新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、以下、御協力ください。 

・発熱、咳、強いだるさ、息苦しさ等体調不良のある方は会場参加を御遠慮くださ

い。 

・マスクを着用の上、会場参加ください。会場で体調不良であることが見受けられ

た場合、状況によっては御退席をお願いする場合があります。 

 

【問い合わせ先】内閣府沖縄総合事務局運輸部企画室 担当：當眞、野原 

 電話 098-866-1812  FAX 098-860-2369 

E-mail：unyu-kikaku.j2a★ogb.cao.go.jp （※「★」を「@」に置き換えてください） 

 



 

    

 

 

 

 

※令和２年１１月１３日（金）までにメール又は FAX でお申し込みください。 

【宛 先】Fax：098-860-2369 内閣沖縄総合事務局運輸部企画室 當眞、野原あて 

  または E-mail：unyu-kikaku.j2a★ogb.cao.go.jp （※「★」を「@」に置き換えてください） 

ご所属 

お名前 

ご連絡先 

（電話番号） 

参加方法 

※②WEB参加の場合、必ずメールアドレスを記載してください 

  ①会場参加 ②WEB参加(Skype for Business) 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ(                           ) 

  ①会場参加 ②WEB参加(Skype for Business) 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ(                           ) 

  ①会場参加 ②WEB参加(Skype for Business) 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ(                           ) 

  ①会場参加 ②WEB参加(Skype for Business) 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ(                           ) 

  ①会場参加 ②WEB参加(Skype for Business) 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ(                           ) 

※申し込みは先着順とし、期限前に定員に達した場合は、その時点で受付を終了します。 

公共交通事故被害者等支援フォーラム 参加申込書 

会場アクセス（内閣府沖縄総合事務局運輸部海技試験室） 
（所在地：那覇市おもろまち 2-1-1、TEL：098-866-1812） 

●ゆいレール「おもろまち」駅から徒歩で 

 約 15 分 

 

●「上之屋」バス停から徒歩で約 10 分、 

 「合同庁舎前」バス停から徒歩で約 1 分 

 

※駐車スペースに限りがございますので、でき

るだけ公共交通機関のご利用をお願いいた

します。 


